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l .地 域 日本語学習支援の現場における基本的矛盾 ・対立

地域 日本語学習支援 と言われ る分野が注 目され るよ うになってか ら各地での経験 が積み

上げ られ、さまざまな ことが問題点 として指摘 され るよ うになつたが、それ らの問題点に

は、ある共通する基本的対立が見 られ る。

「教 えたが りの人がいて困 る」「ボ ランテ ィアの現場 をよく知 らない大学の先生が来 て

日本語 の教 え方について指導 され 、めちゃ くちゃになつた」「教室 にきた人を 自分の生徒

として抱 えこんで しま う人がいる」な ど、熊と を目指 して教えすぎを戒める立場がある一

方、「ポ ランテ ィア として 日本語 の教 え方 の技術 を高 めたい」、「うま く教 えられ ないた め

に学習者 のニーズに応 えきれ ていない」 「理念 は どうあれ 日本語学習を希望す る人 は多 い

しできない と困るのだか ら、で きるだけ効率的に教 えられ ることが必要だJな ど、 日本語

を教 えることを重視す る声 も根強い。

また、ポランテ ィア主導/行 政主導の違 いや、生活支援先行型/日 本語支援先行型の違

い も各地の支援組織 を考える場合 の有力 な観点である。

これ らの観点は決 してバ ラバ ラの問題 としてあるのではな く、相互に連関のある問題 と

して把握す ることがで きる。 そ して、その背後には 「外国人」 と呼ばれ る人とどのよ うな

関係 を結びたいのか、ポランテ ィア活動 に何 を求めるのか とい う問題が横たわつている。

そ して、それ らが ことばを 「教 える」のか、教 えるな らどう教えるか、行政 とポランテ ィ

アがどのような関係 を作ればよいのか とい う点 とつながつてお り、そ して、それ を制度 の

問題 として考えた場合 には行政が言語権や言語学習権 を保障すべきか どうか、保障す るな

らばどのような人 を対象に どのように保障す るのか、な どの問題 として把握できる。

これ らの問題がつながつているらしい ことは現場で活動 している多 くの人が感 じてい る

こ とだ と思 うが、 ここではそれ を整理 して、「多数派」「言語」「生活」「権威」「ネ ッ トワ

ー ク」な どをキー ワー ドに、その対立の根源 をさぐり、検討すべき方策 を提案 したい。

次ペー ジ図表 1で 示 した言語/生 活 、文法/コ ミュニケー シ ョン、タテのつなが り/ヨ

コのつなが り、一般性/ロ ー カル性の四つの対立軸 は次の よ うな関係 にある。す なわち、

言語を学ぶ ことが前面に出ることで文法の重要性 が強調 され、文法お よびその教授 には専

門性 ・権威性 が強 く伴 うために 「日本語教育の専門家」(E )→ 「日本語教室のボランテ ィ

ア」(V )― 「日本語学習者」(L )とい う上か ら下への知識 の注入の流れ ができる。 そ こに

行政(G )がEと Vを 組織す る とい う形 で関与す ることがある。 これ らの主体のかかわ りか



田表 1  地 域 日本語学習支援の現場における基本的矛店 ・対立

( A )     ( B )

圃  ←
→

言語教授 だけ ← →

外国語教 育 ← →

(言語的)多 数派 の優位  ← →

日本人対外 国人 ←→

国  ←

→

文法重視  ← →

系統的教授  ← →

効率的 ← →

専門的、権威 的 ― →

援、地域作 り

社会教育、開発教育、多文化教育

少数派の尊重 、民族間の対等

個人対個人

ミュニ ケー シ ョン

コ ミュニケー シ ョン重視、体験重視

非系統的
`つ

まみ食 い
'

効率不明

非専門的、非権威的

□
無

タテのつながり ヨコのつながり

教師 ・学習者  ← →

教 える ・教 え られ る ← →

支配 ・被支配 ← →

一方向的 ← →

官僚型組織  ← →

地域住民 ど うし

(支援)、助 け合い、学びあい

対等 、平等

双方向的、相互的

ネ ッ トヮー ク型組織

↓　　　　↓

↑　　　　↑

卜般倒 ←→ ローヵル性
内容の一般性

市場原理的

*文 法、言語 を重視す るほ ど、タテ

生活 を重視す るほ どヨコのつなが

得面で も効果 をあげることはでき

内容の ローカル性 、個別的

反市場原理的

のつなが り、一般性が増 し、コミュニケーション、

り、ローカル性が増す。では、後者の方法で言語習

ないのか ?

ー
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たが悪い と一番下にい るLは 政治的にも文化的にも有形無形の抑圧 を感 じることになる。

政治的 とい うと大きく考えられやすいが、例 えば大学 において留学生に どの程度 日本語 を

要求す るか とい うことも一種 の政治問題 である。 さらに言語 を強調す ることで、 よ り標準

化 された (権威づけされた)教 材 が必要 にな り、 しか もそれは市場原理か らす る とローカ

ル性や生活のにおいを薄めた ものにな らざるをえず、Vが それ に頼 ることで市場 にの らな

いよ うな少数者のための配慮 は切 り捨て られてい く。

Vが 生活支援型 ・交流型の活動 を行なって うま くいつている場合 には、そ こに Eや Gが

権威 (専門知技)や 権力 (資金)を もつた存在 として関与す る と、そ こで摩擦 をお こす。

2.矛 盾 ・対立 を動かす現実 と理機

このよ うな矛盾 ・対立の要因 を以下の よ うに整理 してみたい。 (他の要因があれ ば指摘

されたい。)

( A )を 促進す る要素 (現実 および理持 )

・多数派の言語 を学ばないことの不便

・「特に来 る必要があつたわけではないが好 きで 日本 にやつて来た学習者」の存在

・(A )の や り方に憤れている人が多い こと (学校 、会社等)

・教室内教授 の言語習得にお ける効果の実証

。言語習得における文法習得の重要性 の実証

・文法の応用の範囲の広いこと

・使 いやすい既存の教材が多い こ と

(B )を 促進する要素 (現実 および理お )

。学習者 に継続性の保証のない場合が多 く、文法積み上げ式が向かない こと

・積み上げ式をす るには週 1～ 2回 では時間が少 なす ぎること

・学習者が多様であること

・教 えることの気持 ち良 さの危険性への気づ き

・学習者 とよ りよい関係 を結びやすい こと

・言語のみな らず、生活に必要な支援がで きること

(言語 は本来、あ くまで手段であ り目的ではない)

。自然習得の効果、教室外環境 の重要性 の実証、状況的学習

・接触場面研究の進展 :フ オ リナー トー ク、理解可能なイ ンプ ッ ト、イ ンテイ ク

・学習者 の 自律性の重視 :情意面での効果

・社会教育、開発教育の視点 :エ ンパ ワー メン ト、ネ ッ トワー ク

3_矛 盾 ・対立の解決法のための提案

上述の矛盾 を解決す るための具体的な手立てを以下の ように提案 したい。
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「日本人 =教 える人 (=支 配者)」、「外国人 =教 わ る人 (=被 支配的)」とぃ ぅ関係を作 らないで、 日本語教室 であることをを控 しな いで/さ せ ないで 音語の習得 を促進す る

現時点 では、具体的に以下の 2点 を想定 して い る。 (他の方法があれ ばご教示願 いたい。)
① 日本篤母篤活者 と非 日本語母語括者が組 ん で教 える (山形方式 :高木裕子氏のご教示による)

これ は非母語話者の間の能力差 を感 じさせ ることになる危険性 もあるか と思われ るが、
周辺的地位か ら中心へ向か ってい くための介 添 え として、母語が共通の非母語話者が介在
す ることはプラスに働 くよ うに思われ る。
② 言語習得を促進するわか りやすい自然な話 し方を使 つて、生活支援 。まちづくり ・資

流の篤をする (「最適なインプッ トJを 与 えられる適切なフォリナー トークの使用)
これを進めるには、例えばタゥンマップづ くり、料理交流、スポーッ交流、音楽交流、

舞踊交流などの企画 と実践の協働作業を母語話者 と非母語話者で行な うのが一番よい。ス ミス (1996)は  「無力感 」(disempowernent)、 「疎 外感 」(marginalizatiOn)と い う語
で 日本語学習を阻害す る心理的要因 を説 明 しているが、それを取 り払 うには 「信頼 と寛容の雰囲気」 (p . 1 2 1 )が大切 である。信頼 と寛容 について以下の 3点 を付け加 えたぃ。・信頼と寛客に基づく人間関係は交流への意

密言iユ /々― 玄乱ャ荻男確t十すてな多
・信頼 と寛暮は言語習得 を促す類推の力を強 a
・信頼 と寛容の表現 は非言語 でも十分に可能 で ある (笑顔が一番 !)
また、日本語教室 を、「信頼 と寛容 に もとづ く人間関係 を広げる場」とす るためには、「人

間関係 を広げること」が 「言語習得」に有利 で あることを、理論的 に説明できるほ うが ょ
い。 なぜ な ら 「日本語教室」は、表 向き 「言語 」を学ぶ ことが第一義 とされ、それ を周囲
にも、学習者 自身 に も期待 され るか らである。 この考 え方の背景には言語 ができなけれ ば
交流で きない とい ぅ考 え方がある。私は、 この 「言語万能論」は、基本的 には誤 っている
と考 える。以下、やや長 くな るが、松 下位99 9じを要約 して引用す る。

まず、前述のよ うに言語がで きな くて も交流 (インターア クシ ョン) はできることを言わね
ばならない (春原 1 9 9 9も参照)。

そ して、何 と言つても、言語を身につけてか ら交流するのでなく
のだ、とぃ ぅ点を強調 したい。 ここで問題 となるのは、文法 とヨミ
る。 これは、さらに以下の三点に分けて議論できる。

第一に、文 レベルで正 しい文法を習得 して も場 面や状況 に応 じた言語の運用 はできないとぃ
う議治で、 これはコ ミュニカテ ィプ ・ァプローチの名 の下に、教室外 タスク (例えば依頼表現
の学習後の教務換での証明書発行 の依頼 )を 含む各種の活動が考案 され ることで解決 された。

第二に、そ もそ も体系的な言語教授 は有効か とい う議論 で、特に文法習得の面を中心に、ア
メ リカな どで、言語教授な しの 自然習得 と言語教授 あ りの体系的習得か比較 され てきた (ロン
グ 1 9 9 9 )。私な りの理解では、 どちらか一方だけでは最高 レベルに達す ることが難 しく、教室

、交流 して言語が身につ く
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内教授 と同様 に教室外で大量に言語デー タに触れ ることも重要である。 これは優れた学習者が

教室外 において も各種の学習ス トラテ ジーを用いていることによ り裏付けられている。学習 ス

トラテ ジー には文法習得 を促す認知 ス トラテ ジー も含 まれ る。

第二に、言語教育の 日標 と範 囲に関わる議論で、近年では地域 にお ける 日本語学習支援 の広

が りに伴い、多文化共生の コ ミュニテ イの拠点 としての 日本語教室が注 目され、社会教育や開

発教育の視点か ら日本語教育を とらえなおす動 きが広がつてい る (野元 1 9 9 6、古川 ・山田 1 9 9 6、

松下 1 9 9 9など)。そ こではコ ミュニケーシ ヨンの内容その ものが 目的 となる。

以上をま とめると、言語がな くて も交流はかな りの程度までできる し、言語習得の面で も、

言語学習の 目的の面で も、教室の内外での人間的交流が極 めて重要であ り、そのことは理論的

かつ臨床的に裏づけ られてきている とい うことである。

4 .言 語 権 、言語 学 習 権 の 保 障 に つ いて

住民の 3割 が 日系ブ ラジル人で 占め られている愛知県豊 田市の保見団地で学習支援や教

材開発 を進 める野元弘幸氏は、 日本 にお いて もス ウェーデ ン等にな らつて 「日本語学習の

権利 の保障 を検討すべ き」だ と主張す る。稿者 も基本的にこれ に賛成す るが、口中望氏は

「日本語 を教 えるな」 (田中 1 9 9 6、p . 4 0 )と説 き、 日本語 を学ばせ ること以上 に非 日本語

話者 が 「声 をもつ」 ことの重要性 を指摘 している (田中 1 9 9 9 )。この二つの意見は一 見、

矛盾 ・対立す るよ うに見えるが、そ うではな く、エ ンパ ワー メン ト (力を得 ること)を 促

す とい う点では共通 している。

確かに、「外国人」に対 して閉鎖的 ・警戒的な現在の 日本の政治 ・社会状況や 、「日本語

を教 えたい」母語話者住民の少な くない状況か ら考 えると、行政 による 日本語学習の保障

は 日本語話者 の支配者 としての地位 を強化す る方向に働 きかねない。

肝心な ことは学習す ることはあ くまで権利であ り義務 ではない とい うことである。学習

権の保障 を行政によつて進めてい く場合 、その点 を注意深 く確認 しなが ら進んでい く必要

がある。 日本社会の (他者の権利 を侵書 しないとい う意味での)最 低限のルール を守 るの

に 日本語 が必要であるとは限 らない。

また、保障 された場で学ばれ る 日本語 は生命や生活の維持 に直結 した ものか ら始 まる必

要があろ う。同時に行政サー ビスの多言語化や行政サー ビスの 日本語の簡易化 ・ル ビ化 を

進めてい く努力 も不可欠である。

特 に居住環境の選択 に主体的意志の発揮 で きなかつたケース (子ども、難民、掃国者)

や 日本社会の問題 (例えば労働力の不足)を 解決す るために 日本政府 自身の政策 (例えば

日系人へ の ビザの許可)に よつて滞在 を認 め られ ることとなつたケースの場合 には、当事

者の母語保障や母語 によるサー ビスを保障す ることが必要である。特に子 どもは多 くの場

合、生活の場 を自ら選ぶ ことがで きないケースがほ とん どであ り、その意味で公立学校 (義

務教育だけでなく中等 ・高等教育 も含む)の 現場において言語 リテ ラシー (日本語 と母語)
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を含 めた学習権 を確立 し、できるかざ りの努力 をす るこ とは急務 であろ う。

5,サ ポー ト・ネ ッ トヮー クにおける大学の特性 について
日本在住外国人 のサポー ト・ネ ッ トワー クにお いては これ までポ ランテ ィア と行政の関

わ りで論 じられ ることが多か ったが、大学の果 たせ る役割 も大 きい と思われ る。 この分野
で大学 を地域 と結 びつける試みを論 じたものに横 田 (19 9 6 )、大島 (19 9 8 )、三牧ほか (19 9 9 )、
白土 ・高松 (19 9 9 )、庄 司 (19 9 9 )、松下 (19 9 9 a )などがある。大学、大学教員 にはボ ランテ
イア と行政の中間的性格 があ るよ うに思われ る。紙幅の関係で ここでは論 じられないが、
稿を改めて論 じたい。
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